
（ 8 ）平成 22 年 1 月 1 日 め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り 第 217 号

◆審議した議案等の概要と結果 （○：賛成、 ┼：反対、退：退席）

議　案　名　等 概　　　要
自民
14人
民主
7人
共産
4人
独歩
4人
公明
3人

無会派
（50音順） 議決

結果1人 1人 1人

区長提出議案等

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を
改正する条例

妊娠初期休暇の対象期間を改めることに併せ、その名称を変更するととも
に、特別休暇として新たに男子職員が育児に参加するための休暇を設ける
ためのもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する
条例の一部を改正する条例

妊娠初期休暇の対象期間を改めることに併せ、その名称を変更するととも
に、特別休暇として新たに男子職員が育児に参加するための休暇を設ける
ためのもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 自転車等駐車場を増設するとともに、その休業日を定めるためのもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

目黒区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
女性が扶養している子に対する資金の貸付けに係る要件を見直し、貸付金
の利子の引き下げ等を行うとともに、技能習得資金の貸付期間を延長する
ためのもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

目黒区立保育所条例の一部を改正する条例
仮の位置にある祐天寺保育園を元の位置に戻すとともに、中央町保育園の
仮の位置を定めるためのもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

平成２１年度目黒区一般会計補正予算（第３号）
歳入歳出予算総額に、それぞれ１億２,８７９万円を追加し、歳入歳出予算
総額をそれぞれ９２０億６２４万８千円とするもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

目黒区立自転車等駐車場の指定管理者の指定につい
て

池尻大橋駅東口駐輪場と洗足二丁目駐輪場の指定管理者に、日本コン
ピュータ･ダイナミクス株式会社を指定するもの。

○ ○ ┼ ┼ ○ ○ ○ ○ 可　決

目黒区立公園の指定管理者の指定について　
駒場公園と駒場野公園の指定管理者に、社団法人目黒区シルバー人材セン
ターを指定するもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

人権擁護委員候補者の推薦について 山川康夫氏を推薦することの可否を諮問するもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
可として
答　申

目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正す
る条例

特別職等の給料及び報酬並びに期末手当の額を改定するためのもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
特別区人事委員会の勧告に伴い、給料月額、期末手当及び勤勉手当を減額
するとともに、地域手当の支給限度額を引き上げるためのもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

特別区人事委員会の勧告に伴い、給料月額、期末手当及び勤勉手当を減額
するとともに、地域手当の支給限度額を引き上げるためのもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

議員提出議案等

目黒区議会の調査又は公聴会に出頭した者の費用弁
償等に関する条例

地方自治法改正により拡大された議会の調査能力を有効に活用するため、
現行の条例から区議会を独立させるとともに、これに伴い現行の条例を改
めるためのもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

目黒区議会委員会条例の一部を改正する条例
地方自治法改正により拡大された議会の調査能力を有効に活用するための
もの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

防衛省が保管するプルトニウム２３９に関する意見書 下記の意見書をご覧ください。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

動議

政務調査費並びに区議会議員選挙の公費負担に関する調査特別委員会設置の動議 ┼ ┼
（※１）退 ○ 退 退 退 退 否　決

◆陳情の審議結果と各会派の賛否

件　　名
自民
14人
民主
7人
共産
4人
独歩
4人
公明
3人

無会派
（50音順） 議決

結果1人 1人 1人

中目黒防衛技術研究所にあるプルトニウム２３９撤去を国に求める陳情 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択

最低保障年金制度創設についての意見書を政府に提出するよう求める陳情 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択
（※２）

介護療養病床廃止中止等を求める意見書採択を求める陳情 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択
（※２）

会派略称：自民＝自由民主党目黒区議団　　民主＝民主･区民会議　　共産＝日本共産党目黒区議団　　独歩＝無所属･目黒独歩の会　　公明＝公明党目黒区議団　　無会派は左から氏名の５０音順に表記
（※１）は、会派のうち反対3人、退席4人　（※２）は、趣旨を了とする採択のため、意見書の提出はありません。

◆撤回承認された陳情
●目黒区三田一丁目の高層ワンルームマンション建築計画見直しに関する陳情
●ジャンクション全壁面と屋上公園の緑化に関する陳情

◆審議未了となった陳情
●「地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を政府等に求め
る意見書」の採択を求めることに関する陳情
●消費者行政の体制・人員・予算の抜本的拡充を求める陳情
●（仮称）目黒区中町一丁目共同住宅の建設計画に関する陳情

◆継続審査となった陳情
●「（仮称）目黒区洗足一丁目計画」に関する陳情（企総・都環の２委員会に付託）
●東京電子自治体共同運営における入札参加資格申請の代理申請システムの構築及び
行政書士用電子証明書を使用可能とするシステムの構築に関する意見書発信に関す
る陳情
●安心して利用できる特養ホームの実現に関する陳情
●食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正につ
いて国への意見書提出を求める陳情
●消費生活課の開設についての陳情
●（仮称）クリオ中目黒ビル建設計画に対する陳情
●呑川柿の木坂支流上部整備計画に関する陳情
●上目黒二丁目２１００－２番（地番）のマンション建設により住民が受ける悪影響を軽減
するため、目黒区への支援の陳情書
●目黒区の区立保育園給食調理業務民間委託計画の撤回を求める陳情書
●区立保育園の給食調理の委託化に対する保護者の懸念解消を求める陳情
●大橋図書館跡地は、駒場住区センターの調理室・多目的利用のレクホールとして整備
することを求める陳情
●大橋図書館跡地活用に関する陳情書

防衛省が保管するプルトニウム２３９に関する意見書

　防衛省は、目黒区中目黒二丁目に所在する研究施設において、プルトニウム
２３９を、昭和４７年以来保管し続けています。
　同物質の保管体制は万全の措置を講じているとのことですが、今後、首都圏
直下型地震など不測の事態がいつ発生するか予測ができません。万一のことを
考えた場合、そのような物質が身近にあるということは、区民にとって大きな
不安であります。　
　また、非核化を願い平和都市宣言を行った本区にとりまして、そのような物
質が区内で保管されているということは、大変遺憾なことであります。　
　以上のことから、同物質を早期に撤去していただきたく、以下の点について
強く要請いたします。

１　あらゆる方策を積極的に検討し、一刻も早く撤去すること。なお、その際
　は目黒区と同様の問題を他の地域に転化することのないよう抜本的な解決に
　繋がるような撤去策を講ずること。
２　撤去が完了するまでの間は、より一層安全性の確保に万全を期すこと。
　
以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年１１月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目黒区議会議長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今　井　　れ　い　子

内閣総理大臣
防衛大臣	 あて

この意見書のほか、目黒区議会は、平成２１年１０月２６日、首都高速道路株式会社に対し、
目黒区の名所となる場所にふさわしいインパクトのある、できる限りの緑化を推進するこ
となど、３項目からなる「大橋ＪＣＴ周辺緑化検討についての要望書」を提出しています。


